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  電子マネーの一般的特徴は 

●  額面価格の範囲内で、商品の購入やサービスの提供等などを受ける 

ことができる。 

●  券面に記載された番号さえあれば、だれでも、どこからでも使用できる。 

 というものです。 

 電子マネーには 

●  カードタイプ（コンビニエンスストアや量販店で販売） 

●  シートタイプ（コンビニエンスストアやマルチメディア端末で販売） 

があり、１，５００円から５万分の使い切りものが主流となっています。 

「電子マネーを買ってきて」は詐欺！ 
  電子マネーを悪用した詐欺手口は、 

●  アダルトサイトや出会い系サイト、情報番組などの利用料金や退会料金を滞納している。 

●  早急に支払わないと(連絡しないと)、裁判になる。 

 などとメールや電話で請求し 

●  コンビニエンスストア等で電子マネー（アマゾンギフト券など）を購入するように指示する。 

●  購入した電子マネーに記載された番号を写真撮影しメール送信させたり、電話で通知させたりす

る。 

 というものです。この手口の詐欺被害は、高齢世代から若年世代まで幅広い年代にわたっています。 

電子マネーの場合は、裏面に記載された番号を相手に伝えない。 

★ 一人で慌てて対応せず、家族や知人、警察に必ず確認・相談してください。 

                 

 

 

電子マネー詐欺に注意！ 

 埼玉県警察では、携帯電話で皆さんに役立つ情報

の発信活動を行っています。是非ご活用ください。 

《メニュー紹介》 

☆採用関係 

☆県内の犯罪情報・犯罪対策 

☆運転免許手続き案内 

☆落し物、忘れ物の検索 

☆ポリスコンサート開催予定 

☆電子申請・届出サービス ほか 

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 

 

 令和３年特殊詐欺発生状況 

行田市内（１月～５月） 

３件発生（前年比 －１件） 

被害総額 ２５０万円 

 

交通事故発生状況 

人身事故  ７５件 

死者数    １件 

負傷者   ８６件 

物損事故 ６４５件 

 

 

 

 

 

 


